
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務事業評価（令和６年度実施事業分） 
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１ 事務事業評価とは 

   

２ 事務事業評価表の見方   

 

❶ 法律により実施が義務付けられている事業などは「義務的事業」として整理し、該当する場合には、本欄に「○」が表示されています。 

➋ 設定指標の目標に対する実績の割合です。なお、義務的事業等は実施が当然であることから、割合算出の対象外としています。 

➌ 市が実施するべきかどうかの「妥当性」、事業目的に対する「有効性」、費用対効果から見る「効率性」の３つの視点で評価をしています。 

➍ 方向性に係る定義は下記のとおりです。 

「継続実施」・・・一定の成果が出ていることから引き続き実施。 

「見直し・改善」・・・費用対効果を踏まえた事業の縮小や事業内容の更なる充実等を図りながら実施。 

「完了・休止・廃止」・・・事業目的の達成、他事業との統合等により事業自体が完了、休止又は廃止。 

 

総合計画

実行計画

（個別事業）
事務事業評価

指標（単位）
R６
目標

R６
実績

達成
割合

妥当性・有効性（市がやるべき理由、目的
に対する事業自体の有効性）

効率性(費用対効果)・
その他改善を図った点

今後の事業展開 方向性

9

企
画
政
策
課

行政改革推
進事業

❶ 令和５年度から令和９年度までを計画期間とする「第３次小田原市行政改革実行計
画」に基づき、着実な推進と進捗管理を行い更なる行財政改革に取り組む。

令和６年度実績のあった取組は70項目で、取組実績による計画期間（５年間）までの
累計財政効果額は230,995千円となり、計画に位置付けられている事業の取組につ
いては概ね順調に進捗した。
特に、重点推進項目である「受益者負担の適正化」について全庁的な調査検討を進
めた。
また、行政活動の実効性や効率性を高めていくことを目的に、事業を評価・検証する
ため、582事業について、各所管で「事務事業評価」を実施した。

0
効果額（千
円）

273,983 230,995

➋

84.3%

将来を見据えた行財政運営の推
進するため、市自ら行政改革に取
り組む必要がある。

計画に位置付けの無い取組につ
いても、各所管と積極的に調整し、
庁内全体で行政改革に資する取
組が増えるよう努めた。

個別の取組とは別に全庁に
係る取組を進めていく必要が
あるため、「全庁的な事務事
業の見直し」や「受益者負担
の適正化」に向けて取り組む
とともに、「第３次小田原市行
政改革実行計画」を見直し、
市を挙げた行政改革を強力
に進めていく。

➍
　
　
②
見
直
し
・
改
善

➌　評価・振り返り 今後の方向性義
務
的

事
業

R６
決算額
(千円)

事業の設定指標
ＮＯ

所属
(旧名)

事業概要と成果
（事業目的、内容、評価対象年度の主な成果）

事務事業名

 行政活動の実効性や効率性を高めていくことを目的として、行政活動全般を多角的な視点で評価・

検証し、必要に応じて施策や事業の見直しにつなげていく一連の作業を「行政評価」といいます。 

本市では、総合計画に基づく具体的な取組である実行計画の個別事業を対象に、内部での事務事

業評価を実施しています。 
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